
4　横浜市水道局の災害対策
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災害時給水所の一覧は 
巻末付録②を参照ください

近くの「災害時給水所」を確認しましょう！

▲

▲ 災害時給水所をお知らせする
標識とのぼり

この「マーク」が目印!

災害時給水所

■「ロケスマ」
(無料アプリ)

■「はまピョンマップ」

　災害などで断水したときに、誰でも飲料
水を得られる場所が「災害時給水所」です。
災害時給水所には、災害用地下給水タンク、
配水池、緊急給水栓、耐震給水栓などがあり
ます。
　下の「標識」は、発災直後から使用できる
災害用地下給水タンクに設置しています。
　また、給水準備が整った配水池、緊急給水

 。すましせら知おで」りぼの「、はでどな栓

（横浜市行政地図情報提供システム）

　市内の災害時給水所（災害用地
下給水タンク、緊急給水栓、配水
池、耐震給水栓等）を簡単に確認す
ることができます。

　一度マップを開けば、地点情報が端
末にダウンロード（保存）され、イン
ターネットが利用できない災害時も保
存された災害時給水所（災害用地下給
水タンク）を検索することができます。
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●災害用地下給水タンク
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）区谷ケ土保（ 池水配号3場水浄谷西
（上部は運動施設として貸付中）

●緊急給水栓

給水車
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●耐震給水栓

134基

23か所

358基

53か所

※汐見台配水槽を含む

災害用
地下給水
タンク概要図

緊急給水栓概要図



横浜市水道局の災害対策　5

COLUMN
コラム 水を運ぶための容器やカートなどを用意しましょう！
　災害時給水所には、水を入れる容器を備
えていませんので、ポリ容器などの水を入
れる容器を必ず用意しましょう。
　また、水はとても重く、ご自宅などへ
持ち帰るのはとても大変です。リュックや
カートなどの水を運ぶ道具も合わせて用意
しておきましょう。

災害時の飲料水確保の方法

　　　　　　　施設の種類など 分類 開設者 開設状況のイメージ
発災直後から３日目まで 発災４日目以降

２～３ページを参照してください。 自助 ―

　発災直後からの応急給水を目的として主に地域防災拠
点に指定された小・中学校や公園・みなとみらい地区など
に設置しています。普段は水道管の一部として機能します
が、管の漏水などにより水圧が下がると自動的に弁が閉ま
り、タンク内に新鮮な飲料水を確保します。
　この施設は、市民の皆さまの「共助」により仮設の蛇口
を設置し、手動ポンプで水をくみ上げ給水することができ
ます。災害時に円滑な対応をするため、日頃から市民の皆
さまと連携して応急給水訓練を実施しています。

共助

地域の
皆さま

横浜市
管工事
協同組合
は開設の
補助

　浄水場でつくった水道水を一時貯留し、各家庭にお届
けする中継施設です。災害時にはすべての市民の皆さまが
必要とする飲料水の1週間分に相当する水量を確保でき
ます。断水時には、市民の皆さまへの給水を行うほか、給
水車への水の補給場所としても活用します。　

公助

水道局

　地震に強い水道管（耐震管：P7）に仮設の蛇口を取り
付けて給水する施設で、主に地域防災拠点に指定された
小・中学校などに整備しています。この施設は、応急給水
施設が緊急給水栓のみの地域防災拠点から順次開設して
いきます。

水道局

横浜市
管工事
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　水道局職員が行う給水車での運搬給水は、主に医療機
関などを中心に行います。また、他都市応援職員が給水車
で行う運搬給水は、主に地域防災拠点及び福祉避難所へ
優先的に行います。

水道局

応援都市
職員

　配水管から屋外水飲み場までを耐震化した施設で、災害
用地下給水タンク等の応急給水施設が設置されていない地
域防災拠点を対象に整備しています。発災後、特別な作業を
することなく、普段と同様に屋外水飲み場（耐震給水栓）か
ら飲料水を確保できます。

共助

開設不要
地域防災
拠点運営
委員等
で運用

1人1日
3ℓ×3日分
＝9ℓ以上
(できれば
一週間分)を
目標として
備蓄 


